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表いたしまして、去る11月28日の委員会におい

て決定した今定例会の会期及び会議日程等につ

いてご報告いたします。 

 会期につきましては、お手元に配付しており

ます平成25年第８回市議会定例会会議日程表の

とおり、本日12月２日から12月19日までの18日

間といたします。 

 市政一般に関する質問につきましては、議事

日程第２号、第３号、第４号のとおり、12月５

日、６日及び９日の３日間とし、このたびの質

問者は11名ですので、第１日目５名、第２日目

４名、第３日目２名といたします。 

 一般質問発言通告は、質問内容、答弁者を具

体的に記載の上、本日執務時間内に提出をお願

いいたします。 

 各常任委員会、特別委員会の日程につきまし

ては、日程表のとおりであります。 

 予算総括質疑発言通告の締め切りは12月11日、

討論発言通告の締め切りは12月17日といたしま

す。 

 なお、最終日12月19日、本会議前に議会運営

委員会を開催させていただきます。 

 以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願い申し上げ、報告といたします。 

○小関勝助議長 お諮りいたします。 

 今定例会の会期は、ただいま議会運営委員長

から報告がありましたとおり、本日から12月19

日までの18日間と決定し、会議日程につきまし

ては、お手元に配付しております平成25年第８

回市議会定例会会議日程表のとおり決するにご

異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○小関勝助議長 ご異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定いたしました。 

 

 

 日程第３ 議案第８１号 長井市ま 

 ちづくり基本条例の一部を改正する 

 条例の制定について外１０件 

 

 

○小関勝助議長 それでは、日程第３、議案第81

号 長井市まちづくり基本条例の一部を改正す

る条例の制定についてから、日程第13、議案第

91号 平成25年度長井市水道事業会計補正予算

第２号までの11件を一括議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 内谷重治市長。 

  （内谷重治市長登壇） 

○内谷重治市長 おはようございます。 

 議案第81号 長井市まちづくり基本条例の一

部を改正する条例の制定についてご説明申し上

げます。 

 本案は、長井市第５次総合計画の策定に伴い、

本総合計画の策定及び変更を議決事項とする所

要の改正をいたすため、ご提案申し上げるもの

でございます。 

 議案第82号 長井市行財政改革推進委員会条

例の一部を改正する条例の制定についてご説明

申し上げます。 

 本案は、長井市行財政改革推進委員会委員の

要件を拡大する等、所要の改正をいたすため、

ご提案申し上げるものでございます。 

 次に、議案第83号 長井市市税条例の一部を

改正する条例の制定についてご説明申し上げま

す。 

 本案は、地方税法等の一部を改正する法律が

平成25年３月30日に公布され、同法による改正

について、地方税法施行令の一部を改正する政

令及び地方税法施行規則の一部を改正する省令

が６月12日にそれぞれ公布されたことに伴い、

所要の改正をいたすものでございます。 

 改正の主な内容でございますが、個人市民税

の公的年金からの特別徴収において、年間の徴

収税額の平準化を図るため、仮徴収税額を前年

度の税額の２分の１に相当する額に見直すとと
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もに、金融所得に係る課税の一体化を進める観

点から、公社債等及び株式等に係る所得に対す

る課税の見直しをいたすとともに、公社債等に

対する課税方式を変更するなどの規定の整備を

いたすものでございます。 

 議案第84号 長井市国民健康保険税条例の一

部を改正する条例の制定についてご説明申し上

げます。 

 本案は、議案第83号と同様に、地方税法等の

一部を改正する法律が平成25年３月30日に公布

され、同法による改正について、地方税法施行

令の一部を改正する政令及び地方税法施行規則

の一部を改正する省令が６月12日にそれぞれ公

布されたことに伴い、所要の改正をいたすもの

でございます。 

 改正の主な内容でございますが、上場株式等

に係る配当所得等の分離課税について、特定公

社債の利子が対象に追加されたことや、株式等

に係る譲渡所得等の分離課税が一般株式等に係

る譲渡所得等の分離課税と上場株式等に係る譲

渡所得等の分離課税とに区分されたことなどに

伴い、規定の整備をいたすものでございます。 

 議案第85号 長井市公共下水道事業受益者負

担に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついてご説明申し上げます。 

 本案は、本市の公共下水道事業受益者負担金

の延滞金の基準割合について、本市市税条例に

整合させるため、所要の改正をいたすものでご

ざいます。 

 次に、議案第86号 平成25年度長井市一般会

計補正予算第７号についてご説明申し上げます。 

 第１条の歳入歳出予算の補正につきましては、

予算の総額に４億1,930万2,000円を追加いたし

まして、予算の総額を歳入歳出それぞれ127億

6,743万6,000円といたすものでございます。 

 このたびの補正は、主なものといたしまして、

地域経済活性化基金積立金３億1,773万7,000円

を積み立て、情報系システム整備推進事業費

1,037万3,000円、自立支援給付事業費3,432万

5,000円、企業振興事業費1,000万円、道路除雪

事業費6,133万7,000円、単独河川整備事業費

2,512万5,000円を追加したほか、社会資本整備

総合交付金事業費2,162万円、一般公共土木施

設災害復旧事業費4,325万1,000円を減額するな

どいたすものでございます。 

 また、これらの補正の財源といたしまして、

地域の元気臨時交付金３億1,593万7,000円、自

立支援給付費負担金2,574万3,000円、平成24年

度置賜広域病院組合負担金精算金１億2,815万

円などを計上し、公共土木施設災害復旧事業費

負担金3,210万7,000円、社会資本整備総合交付

金1,425万1,000円、公共土木施設災害復旧事業

債3,190万円などを減額いたすものでございま

す。 

 第２条の債務負担行為の補正につきましては

第２表のとおり追加し、第３条の地方債の補正

につきましては第３表のとおり定めるものでご

ざいます。 

 議案第87号 平成25年度長井市公共下水道事

業特別会計補正予算第２号についてご説明申し

上げます。 

 第１条の歳入歳出予算の補正につきましては、

予算の総額に222万6,000円を追加いたしまして、

予算の総額を歳入歳出それぞれ13億4,307万

1,000円といたすものでございます。 

 補正の内容でございますが、平成24年度の社

会資本整備総合交付金事業における撤去品売払

収入に対する補助金返還金を計上いたしますと

ともに、下水道管渠取りつけ工事の需要増に対

応する工事費の増額をいたすものでございます。

また、これらの補正の財源といたしまして、前

年度繰越金及び一般会計繰入金を増額いたすも

のでございます。 

 次に、議案第88号 平成25年度長井市山形鉄

道運営助成事業特別会計補正予算第２号につい

てご説明申し上げます。 
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 第１条の歳入歳出予算の補正につきましては、

予算の総額に35万6,000円を追加し、予算の総

額を歳入歳出それぞれ１億2,388万5,000円とい

たすものでございます。 

 補正の内容でございますが、地域の元気臨時

交付金措置割合が確定したことに伴い、歳入に

つきましては一般会計繰入金35万6,000円を増

額し、歳出につきましても山形鉄道運営助成基

金積立金35万6,000円を増額いたすものでござ

います。 

 議案第89号 平成25年度長井市農業集落排水

事業特別会計補正予算第２号についてご説明申

し上げます。 

 第１条の歳入歳出予算の補正につきましては、

予算の総額に305万円を追加いたしまして、予

算の総額を歳入歳出それぞれ１億5,902万9,000

円といたすものでございます。 

 補正の内容でございますが、今泉農業集落排

水処理施設の機械設備等修繕料を増額いたしま

すとともに、財源として充当している一般会計

繰入金を増額いたすものでございます。 

 議案第90号 平成25年度長井市浄化槽事業特

別会計補正予算第２号についてご説明申し上げ

ます。 

 第１条の歳入歳出予算の補正につきましては、

予算の総額に92万円を追加いたしまして、予算

の総額を歳入歳出それぞれ１億2,694万4,000円

といたすものでございます。 

 補正の内容でございますが、歳入といたしま

しては、一般会計繰入金及び山形県浄化槽水環

境保全推進事業費補助金の増額をいたすもので

ございます。歳出といたしましては、需用費及

び人件費を増額し、長井市浄化槽転換事業費補

助金につきましても増額をいたすものでござい

ます。 

 議案第91号 平成25年度長井市水道事業会計

補正予算第２号についてご説明申し上げます。 

 補正の内容につきましては、電気料金改定に

伴う動力費の補正をいたしますとともに、印刷

製本費、通信運搬費及び手数料を補正いたすも

のでございます。 

 第２条につきましては、支出の第１款水道事

業費用に540万円を追加いたすものでございま

す。 

 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申

し上げます。 

○小関勝助議長 提案者の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 まず、日程第３、議案第81号から日程第７、

議案第85号までの質疑を行います。なお、これ

からの一般議案５件につきましては、関係する

常任委員会に付託の上、ご審査いただく予定で

ありますので、その点お含みの上、ご質疑をお

願いいたします。 

 それでは、日程第３、議案第81号 長井市ま

ちづくり基本条例の一部を改正する条例の制定

についての１件について、ご質疑ございません

か。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○小関勝助議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 次に、日程第４、議案第82号 長井市行財政

改革推進委員会条例の一部を改正する条例の制

定についての１件について、ご質疑ございませ

んか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○小関勝助議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 次に、日程第５、議案第83号 長井市市税条

例の一部を改正する条例の制定についての１件

について、ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○小関勝助議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 次に、日程第６、議案第84号 長井市国民健

康保険税条例の一部を改正する条例の制定につ
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いての１件について、ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○小関勝助議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 次に、日程第７、議案第85号 長井市公共下

水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正

する条例の制定についての１件について、ご質

疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○小関勝助議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 次に、日程第８、議案第86号から日程第13、

議案第91号までの質疑を行います。なお、これ

からの予算議案６件につきましては、予算特別

委員会を設置し、ご審査いただく予定でありま

すので、その点お含みの上、ご質疑をお願いい

たします。 

 まず、日程第８、議案第86号 平成25年度長

井市一般会計補正予算第７号の１件について、

ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○小関勝助議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 次に、日程第９、議案第87号 平成25年度長

井市公共下水道事業特別会計補正予算第２号の

１件について、ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○小関勝助議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 次に、日程第10、議案第88号 平成25年度長

井市山形鉄道運営助成事業特別会計補正予算第

２号の１件について、ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○小関勝助議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 次に、日程第11、議案第89号 平成25年度長

井市農業集落排水事業特別会計補正予算第２号

の１件について、ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○小関勝助議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 次に、日程第12、議案第90号 平成25年度長

井市浄化槽事業特別会計補正予算第２号の１件

について、ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○小関勝助議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 次に、日程第13、議案第91号 平成25年度長

井市水道事業会計補正予算第２号の１件につい

て、ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○小関勝助議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 以上で全議案に対する質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。日程第３、議案第81号 

長井市まちづくり基本条例の一部を改正する条

例の制定についてから、日程第７、議案第85号 

長井市公共下水道事業受益者負担に関する条例

の一部を改正する条例の制定についてまでの一

般議案５件は、別紙付託表のとおり、関係する

常任委員会に付託の上、ご審査願いたいと思い

ますが、これにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○小関勝助議長 ご異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定いたしました。 

 お諮りいたします。日程第８、議案第86号 

平成25年度長井市一般会計補正予算第７号から、

日程第13、議案第91号 平成25年度長井市水道

事業会計補正予算第２号までの予算議案６件を

審査するため、議長を除く全員をもって構成す

る予算特別委員会を設置したいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○小関勝助議長 ご異議なしと認めます。 

 よって、議長を除く全員をもって構成する予

算特別委員会を設置することに決定いたしまし
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た。 

 予算議案６件は、ただいま設置することに決

定いたしました予算特別委員会に付託すること

といたします。 

 

 

   散     会 

 

 

○小関勝助議長 本日はこれをもって散会いたし

ます。 

 ご協力ありがとうございました。 

 

 

    午前１０時２３分 散会 




